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問Ⅴ‐３‐③（公益目的事業比率） 

 奨学金事業を行う法人の場合、貸付支出を事業費に含めないと、公益目的事

業比率を充たせなくなってしまうのではないでしょうか。 

 

答 

１ 公益法人は公益目的事業の実施を主たる目的とすることから（公益法人認

定法第５条第１号）、法人の全事業規模に占める公益目的事業の規模は過半を

占める必要があります。事業規模を計る指標として公益目的事業比率が定義

され、その算定にあたっては費用で計ることが定められました（公益法人認定

法第５条第８号及び第 15条）。 

 

２ 奨学金事業の場合、奨学金の募集、審査、貸出し、債権管理、回収までの奨

学金事業の全サイクルにわたり発生する人件費、事務経費その他諸経費は、奨

学金事業に係る事業費と考えられます。また管理費と共通する経費について

は、適正な基準で事業費に配賦することができます（公益法人認定法施行規則

第 19条、ガイドラインⅠ－７(1)）。奨学金の貸出についても貸付支出が行わ

れた時点では当該貸付額は費用とはなりませんが、貸倒れ損失が発生すれば

費用となります。 

 

３ 

また、無利子又は低利による貸付けをしている場合は、当該貸付金と同額の資

金の借入れをして調達した場合の利率（前事業年度末の長期プライムレート

その他の市場貸出金利）により計算した利子の額と、当該貸付けに係る利率に

より計算した利子の額の差額をみなし費用として計算し、公益目的事業比率

に算入することも可能です（公益法人認定法施行規則第 16条の２、ガイドラ

インⅠ－７(3)） 

 

４ このような費用を算定することにより、奨学金事業においてもその事業規

模を適切に公益目的事業比率に反映させることが可能と考えます。 

 


